
洲本市市⺠⽣活部保険医療課
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資料１



１．洲本市国⺠健康保険の現状
国保財政の仕組みについて
国保事業費納付⾦と標準保険料率について
国保事業納付⾦の推移について
洲本市国⺠健康保険税率と標準保険料率の推
移について

兵庫県国⺠健康保険運営⽅針について
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平成30年度から、都道府県が財政運営の責任主体となり、市町村ごとの国保事業費納付⾦の額の決定や、保険給付に必要な費
⽤を、全額、市町村に対して⽀払う（保険給付費等交付⾦の交付）ことにより、国保財政の「⼊り」と「出」を管理します
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国保財政の仕組みについて



市町村は、都道府県が市町村ごとに決定した納付⾦を都道府県に納付し、都道府県が算定した標準保険料率を参考に、保険
税率を決定します

【県収⼊額】
・国負担⾦、補助⾦
・県繰⼊⾦
・保険者努⼒⽀援制度
（都道府県分）
など

【県費⽤額】
・保険給付費
・後期⾼齢者⽀援⾦等
・介護納付⾦
など

【個別公費】
・保険者努⼒制度
・特定健診負担⾦
・県２号繰⼊⾦
など

【個別経費】
・保健事業費
・特定健診費⽤
・条例減免
など

応
能
分
、
応
益
分
に
振
り
分
け

納付⾦算定

県全体での
納付⾦必要額
県費⽤額－県収⼊額

応能分
所得割

応益分 均等割

×所得係数
×所得のシェア率

×被保険者数の
シェア率

応益分 平等割 ×世帯数のシェア率

各市町
納付⾦

各市町
個別公費

－

各市町
個別経費

＋

各市町賦課総額

応能分
所得割

応益分 均等割

応益分 平等割

各市町標準保険料率

各
市
町
の
賦
課
割
合
を
基
に

３
⽅
式
の
保
険
料
率
を
算
定

国保事業費納付⾦と標準保険料率について
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国保事業費納付⾦の推移について
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事業費納付⾦は減少していますが、被保険者数が減少しているため、1⼈当たりの事業費納付⾦の額は増加しています

〇事業費納付⾦
Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ R7（予定）

医療分 1,051,267,553円 996,828,119円 982,188,975円 936,863,587円 935,667,891円
支援分 320,283,144円 314,583,316円 317,317,061円 307,109,248円 302,955,938円
介護分 108,575,702円 114,163,708円 118,122,271円 114,101,069円 108,229,618円
全体 1,480,126,399円 1,425,575,143円 1,417,628,307円 1,358,073,904円 1,346,853,447円

１⼈当たり事業費納付⾦（円）
Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ R7（予定）

医療分 104,781円 103,717円 105,817円 110,885円 115,743円
支援分 31,923円 32,732円 34,186円 36,349円 37,476円
介護分 35,669円 38,349円 40,536円 40,940円 39,820円
全体 172,373円 174,798円 180,539円 188,174円 193,039円



洲本市国⺠健康保険税率と標準保険料率の推移について
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保険税率は、令和2年度以降据え置きとなっています
標準保険料率は、令和4年度以降増加しています
令和5年度は3,000万円の基⾦を取り崩し、令和6年度は4,000万円の取り崩しを予定しています

所得割 均等割
(円)

平等割
(円) 所得割 均等割

(円)
平等割
(円) 所得割 均等割

(円)
平等割
(円)

Ｒ１ 6.10% 22,100 16,200 3.00% 10,200 7,500 2.70% 11,800 5,500
（標準保険料率） (5.74%) (23,376) (16,436) (2.67%) (10,816) (7,605) (2.41%) (12,571) (5,871)

Ｒ２ 6.90% 26,500 19,000 3.00% 10,200 7,500 2.70% 11,800 5,500
（標準保険料率） (7.60%) (31,301) (21,628) (2.70%) (10,947) (7,564) (2.42%) (12,596) (6,329)

Ｒ３ 6.90% 26,500 19,000 3.00% 10,200 7,500 2.70% 11,800 5,500
（標準保険料率） (7.16%) (29,566) (20,331) (2.74%) (11,064) (7,608) (2.47%) (12,546) (6,359)

Ｒ４ 6.90% 26,500 19,000 3.00% 10,200 7,500 2.70% 11,800 5,500
（標準保険料率） (6.39%) (27,586) (17,959) (2.67%) (11,190) (7,285) (2.64%) (13,562) (6,734)

Ｒ５ 6.90% 26,500 19,000 3.00% 10,200 7,500 2.70% 11,800 5,500
（標準保険料率） (6.70%) (29,025) (18,806) (2.81%) (11,813) (7,654) (2.64%) (13,848) (6,759)

Ｒ６ 6.90% 26,500 19,000 3.00% 10,200 7,500 2.70% 11,800 5,500
（標準保険料率） (7.22%) (30,722) (20,135) (3.02%) (12,532) (8,214) (2.71%) (13,991) (7,009)

区分
医療分 ⽀援分 介護分



兵庫県国⺠健康保険運営⽅針について
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〇標準保険料率の統⼀
（各市町の標準保険料率への

移⾏目安時期）
⇒ 令和９年度

〇保険料率の完全統⼀
（標準保険料率への全市町移⾏

完了）
⇒ 原則令和12年度



２．国⺠健康保険税の改定について
 背景
令和2年度以降、国⺠健康保険基⾦を活⽤し、国⺠健康保険税率は据え置きとなっています
しかし、令和12年度には、県下保険料(税)率が完全統⼀されることとなっており、今後、急激に被保険者の負担が増加

しないよう、計画的に保険税率を改定する必要があります
 課題
(1) 急激な税額上昇の抑制 (2) 基⾦の活⽤

 検討内容
(1) 税率⾒直しの進め⽅
①今後の税率増加要因の分析 ②令和12年度までの税率推移予測 ③基⾦の状況

(2) 税率⾒直しの⽅針（案）
(3) R7税率⾒直し⼿順
① ⾒直し項目の検討 ② 引き上げ幅の検討 ③ 近隣市との比較

(4) 基⾦残⾼からの検証
(5) 令和7年度から適⽤する新保険税率(案）
(6) モデルケース別保険税額
(7) 今後の予定
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(1)税率⾒直しの進め⽅
①今後の税率増加要因の分析

【令和7年度】
賦課限度額の引上げ（予定）

【令和8年度】
子ども・子育て⽀援⾦制度の創設

【令和9年度】
標準保険料率への移⾏時期開始による各市町の保険料

（税）率統⼀の増加
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１ ． 大綱の概要

２ ． 制度の内容

I. 国⺠健康保険税の基礎賦課額に係る課税限度額を66万円（現⾏︓65万円）に、後期⾼齢者⽀援⾦等課税額に係る課税限
度額を26万円（現⾏︓24万円）に引き上げる。

II. 国⺠健康保険税の減額の対象となる所得基準について、次のとおりとする。
① ５割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において被保険者等の数に乗ずべき⾦額を30.5万円（現⾏︓29.5

万円）に引き上げる。
② ２割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において被保険者等の数に乗ずべき⾦額を56万円（現⾏︓54.5

万円）に引き上げる。

【現⾏】 軽減判定所得
７割軽減基準額＝基礎控除額(43万円)
５割軽減基準額＝基礎控除額(43万円)＋29.5万円×(被保険者数＊)
２割軽減基準額＝基礎控除額(43万円)＋54.5万円×(被保険者数＊)

応益分（約50％）

応能分（約50％）

７割 ５割 ２割
軽減

７割 ５割 ２割
軽減 Ⅱ 経済動向等を踏まえ、軽

減判定所得を⾒直し

【 現⾏】 課税限度額 106万円
基礎課税額︓6 5 万円
後期⾼齢者⽀援⾦等課税額︓2 4 万
円介護納付⾦課税額︓1 7 万円

中間所得層の被保険者の負担に配慮した国
⺠健康保険税の⾒直しが可能となる。

保険税額

所得額 所得額

保険税額

【 改正後】 課税限度額 109万円
基礎課税額︓6 6 万円
後期⾼齢者⽀援⾦等課税額︓2 6 万
円介護納付⾦課税額︓1 7 万円

① ②

【改正後】 軽減判定所得
７割軽減基準額＝基礎控除額(43万円)
５割軽減基準額＝基礎控除額(43万円)＋30.5万円×(被保険者数＊)
２割軽減基準額＝基礎控除額(43万円)＋56万円×(被保険者数＊)

＊被保険者数には、同じ世帯の中で国⺠健康保険の被保険者から後期⾼齢者医療の被保険者に移⾏した者を含む。 10
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（出典︓令和６年３⽉29日こども家庭庁 支援⾦制度等準備室 ⼦ども・⼦育て支援⾦制度における 給付と拠出の試算について） 12
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(1)税率⾒直しの進め⽅
②令和12年度までの税率推移予測
〇令和12年度までの洲本市標準保険料率推移予測（令和７年１⽉試算）

所得割 均等割
(円)

平等割
(円) 所得割 均等割

(円)
平等割
(円) 所得割 均等割

(円)
平等割
(円)

R7 7.38% 31,860 20,471 3.02% 12,881 8,277 2.62% 13,522 6,642

R8 7.48% 32,730 21,030 3.09% 13,306 8,550 2.70% 14,027 6,890

R9 7.59% 33,627 21,607 3.16% 13,747 8,833 2.78% 14,547 7,146

R10 7.63% 34,242 22,002 3.22% 14,159 9,098 2.85% 15,021 7,378

R11 7.67% 34,866 22,402 3.29% 14,584 9,371 2.93% 15,508 7,618

R12 7.71% 35,500 22,810 3.35% 15,022 9,652 3.00% 16,011 7,865
 注）この数値は、被保険者数・所得・医療費の伸び率などから推計して算定しているもので、確定したものではありません。

現⾏税率 6.90% 26,500 19,000 3.00% 10,200 7,500 2.70% 11,800 5,500

区分
医療分 ⽀援分 介護分



(1)税率⾒直しの進め⽅
③基⾦の状況

� 令和５年度末基⾦残⾼

� 基⾦の使途
＜完全統⼀前＞
保険税引き下げに活⽤できる
保険料必要額に対して、収納率の低下などにより保険料収納額に不⾜が⾒込まれる場合に活⽤できる

＜完全統⼀後＞
保険税引き下げに活⽤できない
保険税必要額に対して、収納率の低下などにより保険税収納額に不⾜が⾒込まれる場合に活⽤できる予定

基⾦を活⽤しながら、「保険税負担の軽減」と「激変緩和措置」のバランスを考慮して税率を設定する必要があります

14

保険者名 全被保険者数(年報) R5末基⾦残⾼(円) ⼀⼈当たり基⾦額(円)

洲本市 9,141 778,967,560 85,217
兵庫県HP　令和5年度国⺠健康保険の状況（速報）より



(2)税率⾒直しの⽅針（案）
令和12年度の完全統⼀に税率を合わせる
基⾦残⾼が少ない市町では、標準保険料率に合わせて保険料(税)率を設定す

る必要があるが、本市は基⾦を活⽤し、保険税率の統⼀を令和12年度とする

計画的な引き上げ幅を検討する
完全統⼀後の保険税率が⾼いことから、令和12年に急激に保険税率が上昇し

ないよう、段階的に税率を引き上げることする

基⾦を活用し激変緩和を図る
令和12年までの基⾦の取り崩し計画を作成し、税率上昇とのバランスを保ち税

率を設定する

15



①⾒直し項目の検討
市町標準保険料率との乖離状況が⼤きい項目を中⼼に、⾒直し部分を検討する

②引き上げ幅の検討
各項目の引き上げ効果を踏まえ、基⾦を活⽤した引き上げ幅を検討する

③近隣市との比較
近隣市や基⾦残⾼を参考に、令和７年度の税率と基⾦の取り崩し額を検討する
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(3)R7税率⾒直し⼿順



所得割 均等割
（円）

平等割
（円） 所得割 均等割

（円）
平等割
（円） 所得割 均等割

（円）
平等割
（円）

R7市標準
（R7.1) 7.38% 31,860 20,471 3.02% 12,881 8,277 2.62% 13,522 6,642

介護分医療分 後期分
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事業費納付⾦を納付するために必要な、市の標準保険料率は以下の通りとなっています

令和７年度は、特に乖離のある医療分（所得割・均等割）、⽀援分（均等割）のみの税率・税額を上げ、不⾜分は基
⾦を活⽤して税額の上昇を抑制してはどうか︖

令和6年度の現⾏税率と比較すると、介護分の所得割以外、すべての項目において⾼い値となっています

(3)R7税率⾒直し⼿順
①⾒直し項目の検討

所得割 均等割
（円）

平等割
（円） 所得割 均等割

（円）
平等割
（円） 所得割 均等割

（円）
平等割
（円）

R6現⾏ 6.90% 26,500 19,000 3.00% 10,200 7,500 2.70% 11,800 5,500

差 0.48% 5,360 1,471 0.02% 2,681 777 ▲0.08% 1,722 1,142

区分
医療分 ⽀援分 介護分



(3)R7税率⾒直し⼿順
②引き上げ幅の検討
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仮に、令和12年度まで毎年税率を上げる場合、この数値に近い税率を上げる必要があります

〇完全統⼀時の税率（未確定）とR6現⾏税率との差（令和７年１⽉試算）

所得割 均等割
（円）

平等割
（円） 所得割 均等割

（円）
平等割
（円） 所得割 均等割

（円）
平等割
（円）

Ｒ12完全統⼀
(未確定） 7.71% 35,500 22,810 3.35% 15,022 9,652 3.00% 16,011 7,865

R6現⾏ 6.90% 26,500 19,000 3.00% 10,200 7,500 2.70% 11,800 5,500

差 0.81% 9,000 3,810 0.35% 4,822 2,152 0.30% 4,211 2,365

差を６年で割る

差÷6年 0.14% 1,500 635 0.06% 804 359 0.05% 702 394

医療分 ⽀援分 介護分
区分
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現⾏税率に1/6の差を加えると以下のようになります

現⾏税率と乖離が⼤きい医療分（所得割・均等割）、⽀援分（均等割）のみ採⽤

(3)R7税率⾒直し⼿順
②引き上げ幅の検討

この数値を、令和7年度の税率案として検討してはどうか︖

所得割 均等割
（円）

平等割
（円） 所得割 均等割

（円）
平等割
（円） 所得割 均等割

（円）
平等割
（円）

R6現⾏ 6.90% 26,500 19,000 3.00% 10,200 7,500 2.70% 11,800 5,500

1/6差 0.14% 1,500 635 0.06% 804 359 0.05% 702 394

 R6現⾏+1/6差 7.04% 28,000 19,635 3.06% 11,004 7,859 2.75% 12,502 5,894

医療分 ⽀援分 介護分

所得割 均等割
（円）

平等割
（円） 所得割 均等割

（円）
平等割
（円） 所得割 均等割

（円）
平等割
（円）

3項目反映後 7.00% 28,000 19,000 3.00% 11,000 7,500 2.70% 11,800 5,500

医療分 ⽀援分 介護分
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淡路市は、令和5年度から据え置き、南あわじ市は令和6年度に資産割の廃⽌を実施し、全体的に保険税を上げています

(3)R7税率⾒直し⼿順
③近隣市との比較（令和6年度税率より）

医療分の所得割については、淡路市・南あわじ市よりも低い率となっています
医療分（均等割）、後期分（均等割）については、両市の中間の数値となっています

Ｒ６保険税率　上段︓現⾏　下段︓標準保険料率

所得割 均等割
(円)

平等割
(円) 所得割 均等割

(円)
平等割
(円) 所得割 均等割

(円)
平等割
(円)

6.90% 26,500 19,000 3.00% 10,200 7,500 2.70% 11,800 5,500
(7.22%) (30,722) (20,135) (3.02%) (12,532) (8,214) (2.71%) (13,991) (7,009)

7.30% 25,300 22,100 2.70% 9,100 7,600 2.00% 9,800 6,200
(7.23%) (30,781) (20,174) (3.01%) (12,510) (8,199) (2.71%) (13,978) (7,002)

7.45% 29,800 22,100 3.00% 12,000 7,000 2.28% 13,000 7,000
(7.01%) (29,810) (19,538) (3.01%) (12,509) (8,198) (2.71%) (13,974) (7,000)

R7改定案 7.00% 28,000 19,000 3.00% 11,000 7,500 2.70% 11,800 5,500

南あわじ市

洲本市

淡路市

区分
医療分 ⽀援分 介護分



基⾦残⾼から、R7の改定案と今後の税率改定時期を検証する
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パターン R7医療分
所得割

令和7年度
基⾦取崩額⾒込

（千円）

令和12年度
基⾦残⾼額⾒込

（千円）

①R7市標準保険料率 7.38% △11,461 763,893

②改定（毎年上乗せ） 7.04% 60,597 535,764

③改定（R7,仮９・12改定） 7.00% 67,506 392,616

④改定（R11まで6.9％維持） 6.90% 91,946 39,106

(4)基⾦残⾼からの検証

（令和6年3⽉末基⾦残⾼︓778,967千円）
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(4)基⾦残⾼からの検証

①市標準保険料率推移⾒込み
収⽀⿊字により基⾦残⾼が増加してしま
い、基⾦活⽤ができていない
②改定（毎年上乗せ）
なだらかに増加するが、基⾦残⾼の減少

が少ない
③改定（R7,9,12)
令和9年度と12年度に税率を上げること

になるが、基⾦残⾼を活⽤することができ
る

④改定（R11まで6.9％維持）
基⾦残⾼はかなり減少するが、R12に急

激に税率が増加することとなる
6.80%

6.90%

7.00%

7.10%

7.20%

7.30%

7.40%

7.50%

7.60%

7.70%

7.80%

R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

税率の推移（医療分所得割率）

R7.1試算 毎年上乗せ R7,9,12改正 R11まで6.9%



(5)令和7年度から適⽤する新保険税率(案）

Ａ 医療分 Ｂ 支援分 Ｃ 介護分

①所得割 基準所得額×7.00％＝Ａ① 基準所得額×3.00％＝Ｂ① 基準所得額×2.70％＝Ｃ①

②均等割 加⼊者数×28,000円＝Ａ② 加⼊者数×11,000円＝Ｂ② 加⼊者数×11,800円＝Ｃ②

③平等割 １世帯19,000円＝Ａ③ １世帯7,500円＝Ｂ③ １世帯5,500円＝Ｃ③

計
Ａ①+Ａ②+Ａ③＝
1年間の医療分国保税
(最⾼限度額66万円)

Ｂ①+Ｂ②+Ｂ③＝
1年間の⽀援分国保税
(最⾼限度額26万円)

Ｃ①+Ｃ②+Ｃ③＝
1年間の介護分国保税
(最⾼限度額17万円)

� 国保税は、計Ａ、Ｂ、Ｃの合計額
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令和８年度以
降の⽅向性

令和8年度は、子ども・子育て⽀援⾦制度により増税が⾒込まれることから、税率を据え置き
令和9年度は、県から⽰される標準保険料率や基⾦残⾼を参考に税率を改定

基⾦を活⽤して乖離のある医療分（所得割・均等割）、⽀援分（均等割）について、令和12年度⾒込みの
6分の1の額を引き上げ



モデル１

• 65歳以上
• 1⼈世帯
• 年⾦収⼊155万円
• 7割軽減

モデル２

• 65歳以上
• 1⼈世帯
• 年⾦収⼊180万円
• 5割軽減

モデル３

• 65歳以上
• 2⼈世帯
• 年⾦収⼊
• ①270万円
• ②55万円
• 2割軽減

モデル４

• 40〜65歳
• 2⼈世帯
• ①営業所得160万

円
• ②給与所得50万

円
• 軽減なし

モデル５

• 40〜65歳+学⽣
2⼈

• 4⼈世帯
• 給与所得
• ①300万円
• ②50万円
• 軽減なし
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(6)モデルケース別保険税額

7割軽減 430,000円+100,000円×（給与所得者等の数-1)
5割軽減 430,000円+295,000円×被保険者数+100,000×（給与所得者等の数-1)
2割軽減 430,000円+545,000円×被保険者数+100,000×（給与所得者等の数-1)
65歳以上の公的年⾦所得は、15万円を控除した⾦額



� 年⾦所得45万円
� 所得割算定基礎額2万円（7割軽減該当）
� 医療分/⽀援分 1⼈、介護分 0⼈
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(6)モデルケース別保険税額
【モデル1】65歳以上1⼈世帯／年⾦収⼊155万円

【試算結果】

所得割 1,380 所得割 1,400 所得割 1,476
均等割 26,500 均等割 28,000 均等割 31,860
平等割 19,000 平等割 19,000 平等割 20,471
軽減額 31,850 軽減額 32,900 軽減額 36,632

計 15,000 計 15,500 計 17,100
所得割 600 所得割 600 所得割 604
均等割 10,200 均等割 11,000 均等割 12,881
平等割 7,500 平等割 7,500 平等割 8,277
軽減額 12,390 軽減額 12,950 軽減額 14,811

計 5,900 計 6,100 計 6,900
所得割 0 所得割 0 所得割 0
均等割 0 均等割 0 均等割 0
平等割 0 平等割 0 平等割 0
軽減額 0 軽減額 0 軽減額 0

計 0 計 0 計 0
合　計 20,900 合　計 21,600 合　計 24,000

　　 現⾏税額比 3.3% 　　 現⾏税額比 14.8%
【比較結果】

現⾏との差 医療分 500 現⾏との差 医療分 2,100
⽀援分 200 ⽀援分 1,000
介護分 0 介護分 0
合　計 700 合　計 3,100

介護分 介護分 介護分

⽀援分 ⽀援分 ⽀援分

医療分 医療分 医療分

現　⾏ (参考）R7市標準保険料率改正案

【税　率】
現⾏ 改正案 R7市標準

所得割 6.90% 7.00% 7.38%
均等割 26,500 28,000 31,860
平等割 19,000 19,000 20,471
所得割 3.00% 3.00% 3.02%
均等割 10,200 11,000 12,881
平等割 7,500 7,500 8,277
所得割 2.70% 2.70% 2.62%
均等割 11,800 11,800 13,522
平等割 5,500 5,500 6,642

医療分

⽀援分

介護分



� 年⾦所得70万円
� 所得割算定基礎額27万円（5割軽減該当）
� 医療分/⽀援分 1⼈、介護分 0⼈
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(6)モデルケース別保険税額
【モデル2】65歳以上1⼈世帯／年⾦収⼊180万円

【試算結果】

所得割 18,630 所得割 18,900 所得割 19,926
均等割 26,500 均等割 28,000 均等割 31,860
平等割 19,000 平等割 19,000 平等割 20,471
軽減額 22,750 軽減額 23,500 軽減額 26,166

計 41,300 計 42,400 計 46,000
所得割 8,100 所得割 8,100 所得割 8,154
均等割 10,200 均等割 11,000 均等割 12,881
平等割 7,500 平等割 7,500 平等割 8,277
軽減額 8,850 軽減額 9,250 軽減額 10,579

計 16,900 計 17,300 計 18,700
所得割 0 所得割 0 所得割 0
均等割 0 均等割 0 均等割 0
平等割 0 平等割 0 平等割 0
軽減額 0 軽減額 0 軽減額 0

計 0 計 0 計 0
合　計 58,200 合　計 59,700 合　計 64,700

　　 現⾏税額比 2.6% 　　 現⾏税額比 11.2%
【比較結果】

現⾏との差 医療分 1,100 現⾏との差 医療分 4,700
⽀援分 400 ⽀援分 1,800
介護分 0 介護分 0
合　計 1,500 合　計 6,500

⽀援分

医療分 医療分 医療分

現　⾏ 改正案 (参考）R7市標準保険料率

介護分 介護分 介護分

⽀援分 ⽀援分

【税　率】
現⾏ 改正案 R7市標準

所得割 6.90% 7.00% 7.38%
均等割 26,500 28,000 31,860
平等割 19,000 19,000 20,471
所得割 3.00% 3.00% 3.02%
均等割 10,200 11,000 12,881
平等割 7,500 7,500 8,277
所得割 2.70% 2.70% 2.62%
均等割 11,800 11,800 13,522
平等割 5,500 5,500 6,642

医療分

⽀援分

介護分



� 年⾦所得①160万円②0円
� 所得割算定基礎額117万円（2割軽減該当）
� 医療分/⽀援分 2⼈、介護分 0⼈
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(6)モデルケース別保険税額
【モデル3】65歳以上2⼈世帯／年⾦収⼊①270万円②55万円

【試算結果】

所得割 80,730 所得割 81,900 所得割 86,346
均等割 53,000 均等割 56,000 均等割 63,720
平等割 19,000 平等割 19,000 平等割 20,471
軽減額 14,400 軽減額 15,000 軽減額 16,838

計 138,300 計 141,900 計 153,600
所得割 35,100 所得割 35,100 所得割 35,334
均等割 20,400 均等割 22,000 均等割 25,762
平等割 7,500 平等割 7,500 平等割 8,277
軽減額 5,580 軽減額 5,900 軽減額 6,808

計 57,400 計 58,700 計 62,500
所得割 0 所得割 0 所得割 0
均等割 0 均等割 0 均等割 0
平等割 0 平等割 0 平等割 0
軽減額 0 軽減額 0 軽減額 0

計 0 計 0 計 0
合　計 195,700 合　計 200,600 合　計 216,100

　　 現⾏税額比 2.5% 　　 現⾏税額比 10.4%
【比較結果】

現⾏との差 医療分 3,600 現⾏との差 医療分 15,300
⽀援分 1,300 ⽀援分 5,100
介護分 0 介護分 0
合　計 4,900 合　計 20,400

⽀援分

医療分 医療分 医療分

現　⾏ 改正案 (参考）R7市標準保険料率

介護分 介護分 介護分

⽀援分 ⽀援分

【税　率】
現⾏ 改正案 R7市標準

所得割 6.90% 7.00% 7.38%
均等割 26,500 28,000 31,860
平等割 19,000 19,000 20,471
所得割 3.00% 3.00% 3.02%
均等割 10,200 11,000 12,881
平等割 7,500 7,500 8,277
所得割 2.70% 2.70% 2.62%
均等割 11,800 11,800 13,522
平等割 5,500 5,500 6,642

医療分

⽀援分

介護分



� ①営業所得160万円 ②給与所得50万円
� 所得割算定基礎額124万円（軽減なし）
� 医療分/⽀援分 2⼈、介護分 2⼈
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(6)モデルケース別保険税額
【モデル4】40歳〜65歳代2⼈世帯／

①営業所得160万円 ②給与所得50万円
【試算結果】

所得割 85,560 所得割 86,800 所得割 91,512
均等割 53,000 均等割 56,000 均等割 63,720
平等割 19,000 平等割 19,000 平等割 20,471
軽減額 0 軽減額 0 軽減額 0

計 157,500 計 161,800 計 175,700
所得割 37,200 所得割 37,200 所得割 37,448
均等割 20,400 均等割 22,000 均等割 25,762
平等割 7,500 平等割 7,500 平等割 8,277
軽減額 0 軽減額 0 軽減額 0

計 65,100 計 66,700 計 71,400
所得割 33,480 所得割 33,480 所得割 32,488
均等割 23,600 均等割 23,600 均等割 27,044
平等割 5,500 平等割 5,500 平等割 6,642
軽減額 0 軽減額 0 軽減額 0

計 62,500 計 62,500 計 66,100
合　計 285,100 合　計 291,000 合　計 313,200

　　 現⾏税額比 2.1% 　　 現⾏税額比 9.9%
【比較結果】

現⾏との差 医療分 4,300 現⾏との差 医療分 18,200
⽀援分 1,600 ⽀援分 6,300
介護分 0 介護分 3,600
合　計 5,900 合　計 28,100

⽀援分

医療分 医療分 医療分

現　⾏ 改正案 (参考）R7市標準保険料率

介護分 介護分 介護分

⽀援分 ⽀援分

【税　率】
現⾏ 改正案 R7市標準

所得割 6.90% 7.00% 7.38%
均等割 26,500 28,000 31,860
平等割 19,000 19,000 20,471
所得割 3.00% 3.00% 3.02%
均等割 10,200 11,000 12,881
平等割 7,500 7,500 8,277
所得割 2.70% 2.70% 2.62%
均等割 11,800 11,800 13,522
平等割 5,500 5,500 6,642

医療分

⽀援分

介護分



� ①給与所得300万円 ②給与所得50万円
� 所得割算定基礎額264万円（軽減なし）
� 医療分/⽀援分 4⼈、介護分 2⼈
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(6)モデルケース別保険税額
【モデル5】40歳〜65歳代2⼈+学⽣2⼈ 4⼈世帯／

①給与所得300万円 ②給与所得50万円
【試算結果】

所得割 182,160 所得割 184,800 所得割 194,832
均等割 106,000 均等割 112,000 均等割 127,440
平等割 19,000 平等割 19,000 平等割 20,471
軽減額 0 軽減額 0 軽減額 0

計 307,100 計 315,800 計 342,700
所得割 79,200 所得割 79,200 所得割 79,728
均等割 40,800 均等割 44,000 均等割 51,524
平等割 7,500 平等割 7,500 平等割 8,277
軽減額 0 軽減額 0 軽減額 0

計 127,500 計 130,700 計 139,500
所得割 71,280 所得割 71,280 所得割 69,168
均等割 23,600 均等割 23,600 均等割 27,044
平等割 5,500 平等割 5,500 平等割 6,642
軽減額 0 軽減額 0 軽減額 0

計 100,300 計 100,300 計 102,800
合　計 534,900 合　計 546,800 合　計 585,000

　　 現⾏税額比 2.2% 　　 現⾏税額比 9.4%
【比較結果】

現⾏との差 医療分 8,700 現⾏との差 医療分 35,600
⽀援分 3,200 ⽀援分 12,000
介護分 0 介護分 2,500
合　計 11,900 合　計 50,100

⽀援分

医療分 医療分 医療分

現　⾏ 改正案 (参考）R7市標準保険料率

介護分 介護分 介護分

⽀援分 ⽀援分

【税　率】
現⾏ 改正案 R7市標準

所得割 6.90% 7.00% 7.38%
均等割 26,500 28,000 31,860
平等割 19,000 19,000 20,471
所得割 3.00% 3.00% 3.02%
均等割 10,200 11,000 12,881
平等割 7,500 7,500 8,277
所得割 2.70% 2.70% 2.62%
均等割 11,800 11,800 13,522
平等割 5,500 5,500 6,642

医療分

⽀援分

介護分



モデルケース 軽減 ①現⾏税率 ②改定案
現⾏と改定
(案)との差

②ー①
③R7洲本市
標準保険料率

現⾏と標準
保険率との
差③－①

１
65歳以上1⼈世帯
年⾦収⼊155万円（所得45
万円）

7割 20,900円 21,600円 700円 24,000円 3,100円

２
65歳以上1⼈世帯
年⾦収⼊180万円（所得70
万円）

5割 58,200円 59,700円 1,500円 64,700円 6,500円

３
65歳以上2⼈世帯
年⾦収⼊①270万②55万円
（所得①160万円②0円）

2割 195,700円 200,600円 4,900円 216,100円 20,400円

４
40歳〜65歳2⼈世帯
①営業所得160万円
②給与所得50万円

なし 285,100円 291,000円 5,900円 313,200円 28,100円

５
40歳〜65歳2⼈+学⽣2⼈
給与所得①300万円②50万
円

なし 534,900円 546,800円 11,900円 585,000円 50,100円
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(6)モデルケース別保険税額 この差額を基⾦で補填
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(7)今後の予定
【令和7年】

１⽉３０日 令和６年度第２回洲本市国⺠健康保険運営協議会開催
（令和７年度税率(案)について、諮問・答申）

３⽉ 答申内容を踏まえ、国保税条例改正（税率改定）議案提出
４⽉ 賦課限度額（医療分・支援分）3万円引き上げ（予定）

軽減基準の引き上げ予定（５割軽減︓1万円×被保険者数、２割軽減︓１万5千円×被保険者数）
６⽉ 市広報紙等において令和7年度税率について広報
７⽉上旬 各世帯へ令和7年度国⺠健康保険税額の通知

【令和１２年度まで】
 事業費納付⾦及び標準保険料率は、引き続き上昇することが⾒

込まれる
 急激に保険税額が上がらないようにするためには、段階的に税

率を上げていく必要がある
 毎年度県が⽰す本市の標準保険料率や、保険税の負担増加とな

る要因、基⾦残⾼などを参考に、令和１２年度までの保険税率
を検証する

6.80%

7.00%

7.20%

7.40%

7.60%

7.80%

R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

税率の推移（医療分所得割率）

R7.1試算 毎年上乗せ R7,9,12改正


